
 

 

令和 7年度第 1回高田区地域協議会 

次 第 
 

（会  議）日時：令和 7年 4月 21日（月）午後 6時 30分～ 

会場：高田城址公園オーレンプラザ 研修室・会議室 

 

1 開会 

 

 

2 自主的な審議 

 ⑴中高生の居場所づくりについて 

 

 

⑵自主的な審議のテーマについて 

   ・諮問と報告について 

 

 

3 その他 

   ・会議録の確認について 

・3/27地域協議会会長会議報告 

 

 

4 事務連絡 

 

 

 5 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次回協議会  5月 19日（月）午後 6時 30分～：高田城址公園オーレンプラザ】 

【次々回協議会 6月 16日（月）午後 6時 30分～：高田城址公園オーレンプラザ】 



高田区地域協議会について 

 

審議事項 
（※は根拠例規） 

これまでの状況 審議結果 

議長（会長）はあらかじめ投票権を
持つか否か 

※条例第 8条第 3項 
投票権なし 投票権なし 

会長、副会長の選任 
※上越市地域自治区の設置に関する条例（以

下、「条例」という。）第 6条 

・会 長 1人 
 
・副会長 2人 

会あ長  澁市委員  

副会長  栗田委員  

廣川委員  

会議の座席順 
※条例第 8条第 4項 

正副会長を除き名簿順 正副会長を除き名簿順 

会議の招集請求に必要な委員数 
※条例第 8条第 1項第 2号 

5人 

（委員数 1/4以上） 

5人 

（委員数 1/4以上） 

会議録の確認者 
※上越市審議会等の会議の公開に関する条例
施行規則第 5条第 2項 

正副会長から順に１人、 

委員から名簿順に１人 

（会議録署名あり） 

正副会長から順に１人、 

委員から名簿順に１人 

（会議録署名なし） 

会議の開催方法 

・会議の開催日時 
※条例第 8条第 4項 

（開催日） 

毎月第 3月曜日 

（開催日） 

毎月第 3月曜日 

（開催時間） 

午後 6時 30分から 

（開催時間） 

午後 6時 30分から 

会議の開催方法 

・会議の会場 

※条例第 8条第 4項 

福祉交流プラザ 

第１会議室 

高田城址公園オーレンプラザ 

研修室・会議室 
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審議事項 
（※は根拠例規） 

これまでの状況 審議結果 

書面による審議 
※条例第 8条第 4項 

（実施の条件） 

・委員の生命の危険又は

健康を害する恐れが

ある場合 

・会場の使用が困難な

ど、物理的に開催でき

ない場合 

・緊急な案件で会議を開

催するいとまがない

場合 

（実施の条件） 

・委員の生命の危険又は健

康を害する恐れがある場

合 

・会場の使用が困難など、

物理的に開催できない場

合 

・緊急な案件で会議を開催

するいとまがない場合 

（実施の判断） 

過半数の委員が書面決

議に賛同した場合 

（実施の判断） 

正副会長の協議により会長

が決定 

（表決方法） 

委員の過半数の意思表

示をもって、議決があっ

たものとし、意思表示が

可否同数の場合は、会長

の決するところとする 

（表決方法） 

委員の過半数の意思表示を

もって、議決があったもの

とし、意思表示が可否同数

の場合は、会長の決すると

ころとする 

地域協議会だよりの編集方法 
※条例第 8条第 4項 

（編集委員） 

人数 3人、任期 2年 

（編集委員） 

人数 3 人（副会長 1 人、委

員 2人）、任期 2年 

廣川副会長、冨田委員、町

委員 

（発行回数・時期） 

年 3回程度、発行時期・

内容は編集委員に一任 

（発行回数・時期） 

年 3 回程度、発行時期・内

容は編集委員に一任 

（編集方法など） 

編集委員に一任 

（編集方法など） 

編集委員に一任 

委員が会議の議題を提出する場合
の方法 
※条例第 8条第 4項 

委員は地域協議会開催

予定の１４日前までに、自

主的審議に係る提案書を

提出 

※次回審議とする 

その他 
※条例第 8条第 4項 

  

 


